
Ⅱ－3 精神医療審査会について  
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精神医療審査会に係るこれまでの経緯（制度改正）  

昭和62年改正  

・精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するた  

め、専門的かつ独立的な期間として中立公正な審査を行うものとして設置。  
審査会は、都道府県知事の下におかれ、   
①医療保護入院の届出   

②措置入院患者および医療保護入院患者に係る定期病状報告   

③患者からの退院・処遇改善請求   

について審査を行うことをその業務とする。  
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精神医療審査会（精神保健福祉法第12－15条）  

（事務：精神保健福祉センター）  

委員構成員（1合議体あたり5名）は、その学識経験に基づき独立して職務を遂行  
都道府県知事が下記の着から任命（任期2年）   

☆精神科医療の学識経験者2名以上（精神保健指定医に限る） 
☆法律に関する学識経験者1名以上（弁護士、検事等）   
☆その他学識経験者1名以上（社会福祉協議会の役員、公職経験者等）  

精神科病院の管理者からの   

★医療保護入院の届出   

★措置入院、医療保護入院患者の  
定期病状報告  

入院中の者、保護者等から  
★退院請求  

★処遇改善請求  

＜知事による審査の求め＞  ＜知事による審査の求め＞  

＜速やかに審査結果通知＞  ＜速やかに審査結果通知＞  
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精神医療審査会における審査の状況  

1．定期報告、退院等請求の審査状況  
TJ外lくノ「「J又  

定期報告（医療保護入院）  定期報告（措置入院）  退院請求  処遇改善請求  

審査結果  審査結果  審査結果   審査結果  

審査  
他の  

審査  
他の  

入院形態  入院形態  
審査    審査  入院又は  

への移行  
件数  

への移行  
件数   処遇は  件数   処遇は  

が適当   が適当   
不適当  不適当   

全国計   86，066   4   1   2，718   四   0   2，288   団   256   園   

（割合）  0．005％   0．001％  0．442％   0％  4．0％  9．0％   

資料：衛生行政報告例  

2t実地審査（法第38条の6第1項）の状況  
平成19年度  

任意  措置  医療  応急   
合計   任意  措置  医療  応急  合計   

入院  入院  保護  入院  入院  入院  保護  入院  入院  入院  保護  入院   
任意  措置  医療  応急  合計  

全国計  1，494  1，408  5，124   0  8，026   国   阻   田   0   41   0   14   皿   0   園   

資料：精神・障害保健課調  
（参考）在院患者数に対する年間実地審査件数の割合   

措 置 入 院 （ 2，061人） 68．3％   

医療保護入院 （119，138人）   4．3％   

任 意 入 院 （197，212人）   0．8％  

※在院患者数は平成18年6月30日現在（精神・障害保健課調）   
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定期報告、退院等請求の件数推移  
定期報告（措置入院）  

退院請求、処遇改善請求  定期報告（医療保護入院：  

88，000  

（件）   （件）  

86，000  

84，000  

82，000  

80，000  

78，000  

76，000  

平成19年度  平成17年度  平成18年度  平成16年度  平成15年度  

資料：衛生行政報告例  37   
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精神医療審査会の状況  資料＝精神．障害保健課調  

※ 審査会委員数は平成20年10月1日現在  38   



について  
現状と課題   

○本人の意思に基づかない入院形態のうち、措置入院患者数は減少しているが、医療保護入院患者数及び医療  

保護入院患者の入院患者全体に占める割合は、2000年を境に増加に転じており、現在では入院患者数全体の約4  
割を占めるに至っている。一方で、任意入院患者数は減少している。この背景には、任意入院制度に関する指導の  
強化や、認知症入院患者の増加があると考えられ、今後の高齢化の進行に伴って、この傾向が強まる可能性があ   
る。   

○在院期間をみると、医療保護入院及び任意入院で、長期入院が多い傾向があり、特に、5年以上の入院期間を  
みると、任意入院患者の方が医療保護入院よりも患者割合が多い傾向にある。   

○措置入院については、人口当たりの措置入院患者数が、都道府県によって大きく異なっており、その判断基準に  
ついて、現在の告示に加えて、基準の一層の明確化や事例集の提示等を行うべきとの意見がある。   

○医療保護入院は、本人の同意に基づかないという意味において、本人にとっては強制的な性格を有しており、精  
神保健指定医による診察と保護者の同意という手続により入院が可能となっている。我が国においては、措置入  
院、医療保護入院、任意入院の3種類の入院形態があるが、国際的には、行政庁等による処分としての強制入院  
と、本人の同意に基づく任意入院の2種類に分けているところが多い。 

○また、医療保護入院制度や保護者制度については、本人が入院を拒否している場合に保護者が入院に同意す  

ることによって本人と家族との間に葛藤を生じるケースがあることや、保護者となる家族の負担感が強いこと等か  

ら、その見直しを求める意見がある。   

○一方、現行の医療保護入院制度についても、保護者の判断能力が疑われるケース（認知症の場合）や、保護者  

としての適格性が疑われるケース（虐待やDVのある場合）の取扱い等について、明確化を求める意見がある。   

○なお、任意入院についても、認知症高齢者や未成年者による同意の有効性に関する意見がある。   

○精神医療審査会については、都道府県等によってその運用状況にばらつきがある。また、定期病状報告を契機  
に入院形態の変更に至っている事例が少ないなど、その機能が十分に果たされていないおそれがある。また、都  
道府県からは、審査事務の増加や委員の確保の困難により、迅速な審査が難しいとの意見がある。  
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入院制度・精神医療審査会について  

「入院医療中心から地域生活中心へ」という精神保健医療福祉改革の基本的方向性を具体化していく観点か  

ら、諸外国における例も参考にしつつ、今後の入院制度のあり方についてどう考えるか。   

措置入院制度については、判断基準の一層の明確化等、現場においてより適切な判断が行われるような方策に  
ついてどのように考えるか。   

医療保護入院制度については、現状において入院患者数が全体の約4割を占めており、また、入院制度は、地  

域移行の取組や未治療・治療中断者に対して迅速な医療的支援を行う枠組みとも関連すると考えられるが、こ  

れらを踏まえて、医療保護入院制度のあり方についてどう考えるか。   

あわせて、保護者が虐待やDVを行っている場合や離婚調停中である場合など保護者適格が疑われる場合へ  

の対応を含め、現行の医療保護入院制度の適切な運用のための方策についてどのように考えるか。   

保護者制度については、保護者が認知症患者など自ら処遇改善請求や退院請求を行うこととが困難であると考  

えられる入院患者の権利を擁護する役割を担っている側面もあり、また、未治療・治療中断者に対してアウトリー  

チによる医療的支援を行う枠組みや成年後見制度等の他制度とも関連すると考えられるが、これらの点や医療  
保護入院制度との関係も踏まえて、そのあり方についてどのように考えるか。  

● 任意入院の認知症高齢者や未成年者に対する適用について、成年後見制度等民法との関係も踏まえて、どの  
ように考えるか。   

● 精神医療審査会については、本人の同意に基づかない入院の要否等についてチェック機能を果たすことが期待  
されているが、都道府県等における事務量の制約という観点も踏まえつつ、その機能を十分に確保するための  
方策について、どのように考えるか。  
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